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法

律

公
職
選
挙
法
の
T
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

御

名

御

璽

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

1
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
九
十
三
号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

公
職
選
挙
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
)
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
十
五
条
第

1[
項
中

r郡
市
の
区
域
に
よ
る
｣
を

二

の
市
の
区
域
､

l
の
市
の
区
域
と
隣
接
す
る
町
村
の
区
域
を

合
わ
せ
た
区
域
又
は
隣
接
す
る
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
た
区
域
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
を
基
本
と
し
'
条
例
で
定
め

る
｣
に
改
め
､
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
0

2

前
項
の
選
挙
区
は
'
そ
の
人
口
が
当
該
都
道
府
県
の
人
口
を
当
該
都
道
府
県
の
読
会
の
議
員
の
定
数
を
も
っ
て
除

し
て
得
た
数

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢議
員

叫
人
当
た
り
の
人
口
｣
と
い
う
｡
)
の
半
数
以
上
に
な
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､

1
の
市
の
区
域
の
人
口
が
議
員

一
人
当
た
り
の
人
口
の
半
数
に
達
し
な

い
と
き
は
､
隣
接
す
る
他
の
市
町
村
の
区
域
と
合
わ
せ
て

t
選
挙
区
を
設
け
る
も
の
と
す
る
｡

第
十
五
条
第
三
項
中

r第

1
項
｣
を

二

の
市
｣
に
'
｢議
見

一
人
当
り
の
人
口
｣
を

｢議
員

一
人
当
た
り
の
人
口
｣

に
改
め
､
｢条
例
で
｣
を
削
り
'
｢郡
市
｣
を

｢市
町
村
｣
に
､
｢合
せ
て
L
を

｢合
わ
せ
て
｣
に
改
め
､
同
条
第
四
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
｡

4

t
の
町
村
の
区
域
の
人
口
が
菰
員

1
人
当
た
り
の
人
口
の
半
数
以
上
で
あ
る
と
き
は
､
当
該
町
村
の
区
域
を
も
っ

て
t
選
挙
区
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第
十
五
条
第
五
項
中

｢の
郡
市
｣
を

｢
の
市
町
村
(地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

!
項
の
指
定
都
市
(以

下

｢指
定
都
市
｣
と
い
う
｡
)
に
あ
つ
て
は
､
区
o
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
｡)
｣
に
､
｢第

i
項
か
ら
第
三
項
ま
で
｣

を

r前
各
項
｣
に
改
め
､
｢
(前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
含
む
｡
)｣
を
削
り
'
｢を
郡
市
｣
を

｢を
市
町
村
｣
に

改
め
､
同
条
第
六
項
た
だ
し
書
中

｢但
し
'
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

州
項
の
指
定
都
市

(以
下

｢指

定
都
市
｣
と
い
う
｡
)｣
を

｢た
だ
し
､
指
定
都
市
｣
に
改
め
､
同
条
第
七
項
中

｢第
二
項
､
第
三
項
｣
を

｢第

t
項
か

ら
第
四
項
ま
で
｣
に
改
め
､
同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
､
同
条
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
｡

9

指
定
都
市
に
対
し
第

1
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
市
の
区
域

(市
町
村
の
区
域
に

係
る
も
の
を
含
む
｡
)
は
､
当
該
指
定
都
市
の
区
域
を
二
以
上
の
区
域
に
分
け
た
区
域
と
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､

当
該
指
定
都
市
の
区
域
を
分
け
る
に
当
た
つ
て
は
､
第
五
項
の
場
合
を
除
き
､
区
の
区
域
を
分
割
し
な
い
も
の
と
す

る
｡

第
十
五
条
の
二
第
四
項
中

｢郡
市
｣
を

｢市
町
村
｣
に
改
め
る
｡

第
二
百
七
十

i
条
第

i
項
を
削
り
､
同
条
第
二
項
中

｢第
十
五
条
第
二
項
｣
を

｢第
十
五
条
第
二
項
前
段
｣
に
改
め
､

｢条
例
で
｣
を
削
り
､
同
項
を
同
条
と
す
る
｡

附

則

(施
行
期
日
)

第

t
条

こ
の
法
律
は
､
平
成
二
十
七
年
三
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
O

(適
用
区
分
)

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法

(以
下

｢新
法
｣
と
い
う
｡
)
の
規
定
は
､
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

(以
下

｢施
行
日
｣
と
い
う
.
)
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
I
般
選
挙
か
ら

適
用
し
､
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
山
般
護
挙
の
告
示
の
日
の
前

日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

(轟
過
措
置
)

等

二
条

新
法
第
十
五
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
'
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選

挙
区
で
隣
接
し
て
い
な
い
町
村
の
区
域
を
含
む
も
の
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
選
挙
区
の
区
域
を
も
っ
て
､

i
の
選
挙

区
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
し
'
当
該
選
挙
区
に
係
る
区
域
の
変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
C

(検
討
)

第
四
条

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
､
こ
の
法
律
の
施
行
後
の
状
況
を
勘
案
L
t
地

域
の
実
情
や
都
道
府
県
の
自
主
性
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
｡

(市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
T
部
改
正
)

第
五
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

(平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
｡第

二
十

7
条
第

l
項
中

rよ
り
郡
市
の
区
域
の
変
更
を
生
ず
る
場
合
に
お
い
て
'｣
を

｢際
し
て
｣
に
､
｢属
し
て
い

た
郡
市
｣
を

｢属
し
て
い
た
選
挙
区
｣
に
改
め
'
｢
の
区
の
区
域
｣
の
下
に

｢が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区
の
区
域
｣

を
加
え
､
同
条
第
二
項
中

｢郡
市
｣
を

｢選
挙
区
｣
に
改
め
る
｡

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

民
法
の
1
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

御

名

御

璽

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

!
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
九
十
四
号

民
法
の
山
部
を
改
正
す
る
法
律

民
法

(明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
)
の
t
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
九
百
条
第
四
号
た
だ
し
審
中

｢､
嫡
出
で
な
い
子
の
相
続
分
は
､
嫡
出
で
あ
る
子
の
相
続
分
の
二
分
の
1
と
し
｣

を
削
る
｡附

則

(施
行
期
日
)

1

こ
の
法
律
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(経
過
措
置
)

2

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
九
百
条
の
規
定
は
､
平
成
二
十
五
年
九
月
五
日
以
後
に
開
始
し
た
相
続
に
つ
い
て

適
用
す
る
｡

法
務
大
臣

谷
垣

禎

;

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
宿
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災

･
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
敵
化
基
本
法
を
こ
こ
に
公
布

す
る
.御

名

御

璽

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

山
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

hades
長方形






